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市
民
生
活
課
と
保
険
医
療
課

窓
口
受
付
シ
ス
テ
ム
を
導
入

栃
木
市
人
権
施
策

　
　
推
進
プ
ラ
ン
を
策
定

　

市
民
一
人
ひ
と
り
が
お
互
い

を
認
め
合
い
、
個
性
と
能
力
を

十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

る
環
境
づ
く
り
や
意
識
啓
発
を

進
め
、
み
ん
な
が
、
こ
こ
ろ
和

み
、
安
ら
ぎ
を
感
じ
な
が
ら
生

き
生
き
と
暮
ら
せ
る
居
心
地
の

よ
い
栃
木
市
を
目
指
す
た
め
の

計
画
で
す
。

◆
基
本
理
念

こ
こ
ろ
和
み
、
み
ん
な
笑
顔
の

あ
っ
た
か″
と
ち
ぎ
″

　

今
後
は
、
プ
ラ
ン
の
基
本
理

念
を
指
針
と
し
て
、
本
市
の
人

権
尊
重
の
社
会
づ
く
り
に
関
し

人
権
行
政
の
総
合
的
か
つ
計
画

的
な
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め

設
置
さ
れ
た
「
栃
木
市
人
権
施

策
推
進
本
部
」
を
中
心
に
、
全

庁
体
制
で
人
権
啓
発
関
係
施
策

を
実
施
し
ま
す
。

栃
木
市
観
光

　
　
　
基
本
計
画
を
策
定

栃
木
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
策
定

　

本
市
の
個
性
を
生
か
し
た
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
都
市
計
画

の
視
点
で
取
り
ま
と
め
た「
栃
木
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」

を
策
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
プ
ラ
ン
は
、
旧
１
市
４
町
の
ま
ち
づ
く
り
を
踏
ま
え
な
が

ら
も
、
既
存
施
設
の
活
用
や
環
境
負
荷
の
低
減
を
図
る
コ
ン
パ
ク

ト
で
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
、
高
齢
社
会
に
対
応
し
た
安
全
・

安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
な
ど
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
将
来
の
あ

る
べ
き
都
市
像
を
具
体
的
に
示
し
た
も
の
で
す
。

　

プ
ラ
ン
の
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

都
市
計
画
課 

☎
21
‐
２
４
３
１

　

さ
ら
に
、
識
見
を
有
す
る
者

や
関
係
団
体
の
代
表
者
等
で
組

織
す
る
「
栃
木
市
人
権
施
策
推

進
審
議
会
」
の
意
見
を
踏
ま
え

な
が
ら
、
人
権
施
策
の
適
正
な

推
進
を
図
り
ま
す
。

※
計
画
の
詳
細
は
、
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
し
た
。

 

人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

☎
21
‐
２
１
６
１

地
域
自
治
区
の
区
長
を
選
任

　

地
域
自
治
区
で
あ
る
大
平

町
、
藤
岡
町
、
都
賀
町
及
び
西

方
町
の
各
区
長
に
、
４
月
１
日

付
け
で
、
堤
正
美
氏
、
桜
井
均

氏
、
小
田
部
弘
氏
、
大
塚
芳
夫

氏
を
そ
れ
ぞ
れ
選
任
し
ま
し

た
。
な
お
、
４
人
と
も
再
任
で

す
。

　

任
期
は
、
４
月
１
日
か
ら
平

成
27
年
３
月
31
日
ま
で
の
１
年

間
で
す
。

　

多
く
の
観
光
資
源
を
有
す
る

市
で
は
、
観
光
の
現
状
と
課
題

を
抽
出
・
分
析
し
、
観
光
振
興

の
指
針
を
示
す
と
と
も
に
、
体

系
的
な
施
策
の
展
開
を
図
る
た

め
「
栃
木
市
観
光
基
本
計
画
」

を
策
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
計
画
に
基
づ
き
、
市
民

の
皆
さ
ん
を
は
じ
め
、
観
光
関

連
団
体
、
観
光
事
業
者
、
行
政

等
が
一
体
と
な
っ
て
、
観
光
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

※
計
画
の
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の

で
、「
栃
木
市
観
光
基
本
計
画
」

で
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

 

商
工
観
光
課 

☎
21
‐
２
３
７
４

あ
っ
た
か
住
ま
い
る
バ
ン
ク
を
実
施
し
て
い
ま
す
！

空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録
し
ま
せ
ん
か
？

　

市
内
に
あ
る
住
宅
と
し
て
利

用
可
能
な
空
き
家
や
こ
れ
か
ら

空
き
家
と
な
る
予
定
の
一
戸
建

て
の
住
宅
を
お
持
ち
の
方
で
、

　

市
役
所
本
庁
舎
の
市
民
生
活

課
と
保
険
医
療
課
で
は
、
窓
口

受
付
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
ま
し

た
。
申
請
書
又
は
届
書
に
記
入

後
（
保
険
医
療
課
に
ご
用
の
方

は
不
要
）、
発
券
機
に
て
ご
用

件
を
選
び
番
号
カ
ー
ド
を
受
け

取
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

待
合
ス
ペ
ー
ス
で
お
待
ち
い

栃木市　こどもサポートセンター　５月１日オープン
‐お子さんの心や育ちについて、

お医者さんや専門家に気軽に相談できる場所です‐

　就学前のお子さんを対象に『ことばの教室』を行っています。
　発音やことばの数が少ない、お友達との会話が苦手など、
お子さんのことばに関する相談にも応じます。
　市民サポーターによる、遊び・学び・体験するクラブの『こどもサポー
トクラブ』では、サイエンスクラブ、フラワークラブ、絵画クラブなど、
どんなお子さんでも、自分のペースで学べる楽しい活動を提供します。

○心・育ちの相談室○
　お子さんの心や育ちに関して、
落ち着きがない、勉強がよく分か
らない、友達ができないなど、ど
んなことでもお気軽に相談くださ
い。
⇒相談を希望される方は、電話で
予約をお願いします。
◆受付　平日　9 時～ 17 時
◆場所　〒328‐0033
　　栃木市城内町 2 丁目2 番 28 号
◆電話番号　☎ 20‐7705

 社会福祉課 ☎ 20 ‐ 7705

　

各
区
長
は
、
地
域
の
特
性
を

生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
と
と
も
に
市
の
円
滑
な
行

政
運
営
と
均
衡
あ
る
発
展
を
図

る
た
め
、
地
域
の
代
表
・
調
整

役
と
し
て
、
各
総
合
支
所
に
お

い
て
、
地
域
協
議
会
や
ま
ち
づ

く
り
に
関
す
る
事
務
を
主
に
担

任
し
ま
す
。

 

地
域
ま
ち
づ
く
り
課 

　
　
　
　
　

☎
21
‐
２
３
３
１

住
宅
を
売
り
た
い
・
貸
し
た
い

と
お
考
え
の
住
宅
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

　

登
録
さ
れ
て
い
る
空
き
家
を

買
い
た
い
・
借
り
た
い
方
も
募

集
し
て
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
登
録
さ

れ
て
い
る
空
き
家
等
を
ご
覧
に

な
り
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

あ
っ
た
か
住
ま
い
る
バ
ン
ク
と
は

　

空
き
家
バ
ン
ク
に
賃
貸
・
売

買
の
可
能
な
空
き
家
等
を
市
に

登
録
し
て
い
た
だ
き
、
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
利
用
希
望
者

へ
の
登
録
情
報
の
提
供
を
行
う

「
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
」、ま
た
、

空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録
さ
れ
た

住
宅
の
売
買
・
賃
貸
契
約
成
立

し
た
も
の
等
に
対
す
る
「
空
き

家
バ
ン
ク
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
制

度
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
制
度
を
総
称
し
て
『
あ
っ

た
か
住
ま
い
る
バ
ン
ク
』
事
業

と
い
い
ま
す
。

 

建
築
課
☎
21
‐
２
４
５
１

た
だ
い
た
後
、
音
声
案
内
（
市

民
生
活
課
で
は
大
型
モ
ニ
タ
ー

に
も
表
示
さ
れ
ま
す
）
に
よ
り

指
定
さ
れ
た
カ
ウ
ン
タ
ー
で
、

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

業
務
の
内
容
ご
と
に
手
続
き

す
る
こ
と
に
よ
り
、
お
待
ち
い

た
だ
く
時
間
が
短
縮
さ
れ
ま
す

の
で
、協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
シ
ス
テ
ム
機
器
の
設

置
・
管
理
費
用
は
、
同
時
に
設

置
し
た
民
間
企
業
広
告
モ
ニ

タ
ー
の
放
映
料
を
充
当
し
て
い

ま
す
。

 

市
民
生
活
課 

☎
21
‐
２
１
２
６

 

保
険
医
療
課 

☎
21
‐
２
１
３
１

▶
市
民
生
活
課
で
は
大
型
モ
ニ

タ
ー
（
写
真
㊧
）
に
指
定
カ
ウ
ン

タ
ー
が
表
示
さ
れ
ま
す

（写真右から）堤区長、桜井区長、小田部区長、
大塚区長


